
 
 
 
 

広島県職業能力開発審議会答申について 

 

１　趣旨 

  令和７年３月 21 日付けで広島県職業能力開発審議会に諮問した「本県の公共職業訓練のあり

方」について、令和７年 11 月 21 日に答申を受けた。 

 

２　答申の概要 

（1）公共職業訓練実施にあたっての基本方針 

　 【基本方針Ⅰ】主な訓練対象は離転職者及び企業等の在職者とする 

・これまで主な対象としていた学卒者については、少子化の進展や県内産業における人手不足

の継続、高卒者の就職率・大学等への進学率の上昇などにより、職業訓練を必要とする者の

減少が想定される。 

・一方で、労働市場の流動化による新たな職種への転換や潜在する労働力の更なる労働参加、

生産性向上を実現するための付加価値の向上・業務効率化が求められていることから、訓練

の主な対象者を離転職者及び企業の在職者とするべきである。 
 

　 【基本方針Ⅱ】提供する職業訓練は社会変革に対応したものとする 

・付加価値の向上や業務効率化に向け、企業変革に対応できる人材の重要性が高まっており、

業務に必要な基礎的な知識・技能の習得と併せ、各現場において、ＤＸを推進するために必

要となる知識・技能の習得支援や急激な技術革新に即応できる体制・仕組み等の構築が求め

られていることから、提供する職業訓練は社会変革に対応したものとするべきである。 

 

（2）公共職業訓練の実施体制について 

　　ア　高等技術専門校 

〇　広島高等技術専門校及び三次高等技術専門校については、入校生確保が困難となってい

る状況等を踏まえ、廃校により他の高等技術専門校へリソースを集約する等、より効率的

な実施体制のあり方を検討してはどうか。 

　　なお、三次地域については、民間教育訓練機関の設置が無い状況等を踏まえ、廃校等に

より人材育成拠点や雇用のセーフティネット機能が完全に失われることがないよう、職業

訓練実施拠点の確保や民間事業者による委託訓練の実施等を検討すること。 
 

　　〇　呉高等技術専門校及び福山高等技術専門校については、入校状況が比較的安定している

ことや地域に幅広い業種分野の企業が集積していること等を踏まえ、同施設の運営を継続

し、県西部・東部の拠点として、地域や企業等のニーズを捉えた職業訓練の実施を検討し

てはどうか。 

 

　　イ　技術短期大学校 

　　　　入校生の確保が困難な状況が続いていることから、廃校により高等技術専門校へのリソー

スを集約する等、県が運営する公共職業能力開発施設全体において、より効率的なあり方を

検討してはどうか。 

 

３　今後の対応 

　　本答申を踏まえ、令和８年度を始期とする事業計画を策定し、具体的な方向性を示す。 
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（参考）審議の経過等 

 

 日程 審議事項等

 令和７年３月 21 日 
【第１回】 
 
 
 
 
 

・諮問 
　ア 公共職業訓練の今後のあるべき姿や役割について 
　イ アを果たすための適切な実施体制について 
・審議　公共職業訓練のあり方について 

（現状、課題、取り巻く環境等） 
・委員説明　 

労働移動と職業訓練を巡る現状と課題 
≪山田 久 委員（法政大学経営大学院教授）≫

 令和７年５月７日 〔現地視察〕広島高等技術専門校・技術短期大学校

 令和７年５月 19 日 
【第２回】 
 
 
 
 

・審議　公共職業訓練のあり方について 
（公共職業訓練のあるべき姿・役割について） 

・委員説明 
①ものづくり分野での人材育成について－溶接・接合分野－ 

≪山本 元道 委員（広島大学大学院教授）≫ 
②ＤＸの進展で求められる人材像と公共職業訓練の役割 ≪前田 

香織 委員（広島市立大学理事長）≫

 令和７年８月７日 
【第３回】

・審議　公共職業訓練のあり方について 
（実施体制の検討）

 令和７年 10 月 10 日 
【第４回】

・審議　答申案について 

 令和７年 11 月 21 日 ・答申
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